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消
費
税
増
税
対
策
と
な
っ
た
２
０
１
９
年
度
税
制
改
正
大
綱

税
理
士

佐
飛　

淳
一

は
じ
め
に

は
じ
め
に

　

昨
年
12
月
14
日
、
政
府
与

党
の
「
２
０
１
９
年
度
税
制

改
正
大
綱
」（
以
下
「
大
綱
」）

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

「
消
費
税
率
10
％
へ
の
引

上
げ
を
２
０
１
９
年
10
月
に

確
実
に
実
施
す
る
」
と
し
、

そ
の
た
め
の
対
応
策
を
第
一

に
か
か
げ
る
内
容
と
な
っ
て

い
ま
す
。
自
動
車
や
住
宅
に

対
す
る
減
税
を
行
う
こ
と

で
、
消
費
の
落
ち
込
み
に
対

応
す
る
も
の
で
す
。

　

２
０
１
４
年
の
５
％
か
ら

８
％
へ
の
消
費
税
増
税
は
、

経
済
活
動
の
60
％
を
占
め
る

消
費
活
動
に
大
き
な
影
響
を

与
え
ま
し
た
。
一
世
帯
当
た

り
の
消
費
支
出
は
、
増
税
前

３
６
９
万
円
だ
っ
た
の
が
、

２
０
１
７
年
に
は
３
３
５
万

円
と
、
年
間
で
34
万
円
も
減

少
し
た
の
で
す
。「
大
綱
」

は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る

経
済
成
長
や
雇
用
改
善
を
自

画
自
賛
し
て
い
ま
す
が
、
経

済
成
長
は
ア
メ
リ
カ
等
の
好

景
気
に
よ
る
輸
出
の
増
加
に

よ
る
も
の
で
す
。
庶
民
の
暮

ら
し
は
、
依
然
と
し
て
厳
し

い
状
況
で
す
。

　

経
団
連
は
、
自
動
車
や
住

宅
に
対
す
る
減
税
、
研
究
開

発
に
係
る
減
税
の
拡
充
に
つ

い
て
「
歓
迎
」
と
評
価
し
て

い
ま
す
。し
か
し
、自
動
車
や

住
宅
を
買
わ
な
い
人
に
は
関

係
の
な
い
話
で
あ
り
、
庶
民

に
は
、
消
費
税
増
税
の
負
担

だ
け
が
の
し
か
か
り
ま
す
。

　

以
下
、「
大
綱
」
の
要
点

を
見
て
み
ま
す
（
資
料
①
）。

軽
減
税
率
制
度

軽
減
税
率
制
度

　

消
費
税
率
の
８
％
か
ら
10

％
へ
の
引
上
げ
に
伴
い
、
軽

減
税
率
制
度
が
導
入
さ
れ
ま

す
。
飲
食
料
品
や
定
期
購
読

の
新
聞
に
つ
い
て
は
、
税
率

を
８
％
に
据
え
置
く
と
す
る

も
の
で
す
。「
軽
減
」
と
は

10
％
か
ら
み
て
の
話
で
、
現

行
の
８
％
か
ら
み
れ
ば
「
据

え
置
き
」
で
「
軽
減
」
と
は

言
え
ま
せ
ん
。

　

飲
食
料
品
と
言
っ
て
も
、

酒
類
や
医
薬
品
な
ど
は
除
か

れ
ま
す
し
、
店
内
飲
食
も
除

か
れ
ま
す
。「
オ
ロ
ナ
ミ
ン

Ｃ
」
は
清
涼
飲
料
水
で
８

％
、「
リ
ポ
ビ
タ
ン
Ｄ
」
は

医
薬
部
外
品
で
10
％
、「
本

み
り
ん
」
は
10
％
で
す
が
、

み
り
ん
風
調
味
料
は
８
％

と
、
線
引
き
が
複
雑
で
す
。

　

「
外
食
は
ぜ
い
た
く
」
と

し
て
お
店
で
の
飲
食
は
10

％
、
持
ち
帰
り
や
出
前
は
８

％
と
な
り
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ

で
買
う
お
弁
当
も
、
飲
食
ス

ペ
ー
ス
で
食
べ
る
と
10
％
、

持
ち
帰
り
は
８
％
と
な
り
ま

す
。
価
格
表
示
、
従
業
員
へ

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
り
、
複
数

税
率
に
対
応
し
た
レ
ジ
の
購

入
な
ど
事
業
者
に
と
っ
て
も

大
き
な
負
担
と
言
え
ま
す
。

　

混
乱
に
拍
車
を
か
け
る
の

が
、「
ポ
イ
ン
ト
還
元
」で
す
。

消
費
税
率
の
10
％
へ
の
引
上

げ
に
よ
る
増
税
は
５
兆
７
０

０
０
億
円
で
す
。
増
税
対
策

の
一
つ
と
し
て
２
０
１
９
年

度
予
算
に
組
み
込
ま
れ
た
の

が
「
ポ
イ
ン
ト
還
元
」
で
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
還
元
は
、
現
金

で
買
い
物
を
し
た
場
合
に
は

還
元
は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ー

ド
な
ど
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

の
買
い
物
を
し
た
人
に
還
元

と
な
り
ま
す
。

　

還
元
率
は
、
大
手
デ
パ
ー

ト
な
ど
は
０
％
、
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
は
２
％
、
中
小
の
小
売

店
で
は
５
％
と
、
３
通
り
。

こ
れ
に
、
飲
食
料
品
は
８

％
、
そ
れ
以
外
は
10
％
の
複

数
税
率
が
絡
ん
で
き
ま
す
。

10
％
、
８
％
、
６
％
、
５

％
、
３
％
と
５
通
り
の
税
負

担
と
な
り
ま
す
。
正
に
、

「
奇
々
怪
々
！
混
乱
必
至
！
」

と
言
え
ま
す
（
資
料
②
）。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

　

軽
減
税
率
に
よ
る
税
収
減

対
策
と
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
導
入
が
あ
り
ま
す
。

　

消
費
税
の
申
告
・
納
税
の

計
算
は
、
売
上
で
集
金
し
た

消
費
税
額
か
ら
、
仕
入
や
経

費
で
支
払
っ
た
消
費
税
額
を

差
し
引
く
こ
と
で
行
い
ま

す
。「
仕
入
税
額
控
除
」
方

式
で
す
。
こ
の
仕
入
税
額
控

除
の
要
件
と
し
て
、「
イ
ン

ボ
イ
ス
」
の
保
存
が
導
入
さ

れ
る
の
で
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
、
登
録

番
号
や
税
額
な
ど
が
記
載
さ

れ
た
「
請
求
書
」
な
ど
の
こ

と
で
す
。
登
録
番
号
は
税
務

署
へ
登
録
し
た
事
業
者
の
番

号
で
、
登
録
し
た
事
業
者
は

課
税
事
業
者
と
な
り
ま
す
。

免
税
事
業
者
は
、
登
録
番
号

は
な
く
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発

行
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
。
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕

入
に
つ
い
て
は
、
仕
入
税
額

控
除
が
出
来
な
く
な
り
、
免

税
事
業
者
は
取
引
か
ら
排
除

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
な

い
た
め
に
は
、
免
税
事
業
者

も
登
録
事
業
者
と
な
り
、
消

費
税
の
申
告
・
納
税
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
２
０

２
３
年
10
月
か
ら
の
実
施
と

な
り
、
政
府
は
２
０
０
０
億

円
の
税
収
増
を
見
込
ん
で
い

ま
す
。

自
動
車
課
税

自
動
車
課
税

　

自
動
車
関
連
の
税
制
が
大

幅
に
見
直
し
さ
れ
ま
す
。

　

自
動
車
の
購
入
時
に
支
払

う
自
動
車
取
得
税
が
10
月
で

廃
止
と
な
り
、
燃
費
に
応
じ

た
「
環
境
性
能
割
」
が
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

自
動
車
の
保
有
に
つ
い

て
、
排
気
量
に
応
じ
て
支
払

う
自
動
車
税
が
恒
久
減
税
さ

れ
、
最
大
で
４
５
０
０
円
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
財

源
と
し
て
車
検
時
に
支
払
う

自
動
車
重
量
税
の
エ
コ
カ
ー

減
税
が
縮
小
さ
れ
ま
す
。

　

自
動
車
の
購
入
に
対
す
る

減
税
措
置
に
重
点
を
置
い
た

施
策
で
す
。

住
宅
減
税

住
宅
減
税

　

２
０
１
９
年
10
月
以
降
に

契
約
・
購
入
し
、
２
０
２
０

年
12
月
末
ま
で
に
入
居
す
る

場
合
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の

適
用
期
間
が
10
年
か
ら
13
年

へ
、
３
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

１
年
目
か
ら
10
年
目
ま
で

は
、
ロ
ー
ン
残
高
×
１
％
を

減
税
す
る
現
行
の
方
式
で
の

減
税
と
な
り
ま
す
。
11
年
目

か
ら
は
、
建
物
価
格
の
２
％

の
１
／
３
か
、
住
宅
ロ
ー
ン

残
高
の
１
％
か
、
い
ず
れ
か

少
な
い
金
額
が
減
税
と
な
り

ま
す
。

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
、
所

得
税
か
ら
の
控
除
と
な
り
ま

す
が
、
控
除
で
き
な
い
分
は

住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
。

ひ
と
り
親
対
策

ひ
と
り
親
対
策

　

一
定
の
所
得
以
下
の
ひ
と

り
親
に
つ
い
て
は
寡
婦
（
寡

夫
）控
除
が
適
用
さ
れ
、税
負

担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
未
婚
の
ひ
と
り
親
に
つ

い
て
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
低
所
得
の
ひ
と
り
親

が
婚
姻
の
有
無
で
差
別
さ
れ

な
い
様
に
と
、
未
婚
の
ひ
と

り
親
に
つ
い
て
も
所
得
１
２

５
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
住
民

税
を
非
課
税
と
し
ま
す
。
所

得
税
の
寡
婦
控
除
の
適
用
は

見
送
ら
れ
ま
し
た
が
、
１
万

７
０
０
０
円
の
手
当
が
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

教
育
資
金
贈
与

教
育
資
金
贈
与

　

２
０
１
８
年
度
末
で
期
限

切
れ
と
な
る
教
育
資
金
贈
与

の
非
課
税
措
置
が
延
長
さ
れ

ま
す
。

　

子
や
孫
へ
の
教
育
資
金
の

援
助
に
つ
い
て
、
１
５
０
０

万
円
ま
で
贈
与
税
を
非
課
税

と
す
る
も
の
で
す
。
趣
味
・

習
い
事
に
つ
い
て
は
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

事
業
承
継

事
業
承
継

　

個
人
事
業
主
の
事
業
承
継

を
し
や
す
く
し
ま
す
。
子
供

な
ど
へ
事
業
を
承
継
す
る
場

合
、事
業
用
の
土
地
・
建
物
に

つ
い
て
の
贈
与
税
負
担
が
問

題
と
な
り
ま
す
。
こ
の
贈
与

税
に
つ
い
て
納
税
を
猶
予
す

る
制
度
が
新
設
さ
れ
ま
す
。

事
業
者
が
高
齢
化
す
る
中
、

贈
与
税
や
相
続
税
の
税
負
担

を
理
由
に
廃
業
す
る
ケ
ー
ス

が
多
く
あ
る
た
め
で
す
。

　

新
し
い
制
度
は
10
年
間
の

期
限
付
き
で
す
。
土
地
は
４

０
０
㎡
、
建
物
は
８
０
０

㎡
、
設
備
や
事
業
用
の
車
両

に
つ
い
て
も
納
税
猶
予
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

２
０
２
５
年
に
は
70
歳
以

上
の
個
人
事
業
主
は
１
５
０

万
人
に
達
す
る
と
み
ら
れ
、

対
応
は
急
務
と
言
え
ま
す
。

老
後
の
資
産
形
成

老
後
の
資
産
形
成

　

「
大
綱
」
は
老
後
の
資
産

形
成
に
係
る
税
制
の
見
直
し

を
中
長
期
の
課
題
と
し
て
い

ま
す
。
退
職
所
得
に
係
る
退

職
所
得
控
除
の
縮
減
を
ね
ら

っ
て
い
ま
す
。
現
行
の
退
職

所
得
控
除
は
、
同
じ
会
社
に

20
年
以
上
勤
め
る
と
控
除
金

額
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
終

身
雇
用
制
が
く
ず
れ
、
非
正

規
雇
用
が
増
え
る
中
、
働
き

方
に
よ
っ
て
控
除
額
に
大
き

な
差
が
で
る
の
は
不
公
平
と

い
う
こ
と
で
す
。
本
末
転
倒

の
議
論
と
言
え
ま
す
。
安
定

し
た
雇
用
を
保
障
す
る
の
が

政
治
の
役
割
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　

そ
の
他
、
研
究
開
発
税
制

で
は
、
減
税
範
囲
が
拡
充
さ

れ
ま
す
。

　

「
大
綱
」
は
、
自
動
車
や

住
宅
・
不
動
産
業
界
を
支
援

し
、
大
企
業
優
遇
の
税
制
を

一
層
推
し
進
め
る
内
容
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

応
能
負
担
原
則
に
も
と
づ

く
税
制
に
す
る
こ
と
で
消
費

税
増
税
を
し
な
く
て
も
十
分

財
源
は
確
保
で
き
ま
す
。
景

気
を
悪
化
さ
せ
、
庶
民
を
苦

し
め
る
消
費
税
増
税
は
中
止

す
べ
き
で
す
。

 

（
終
わ
り
）

「日経」2018年12月15日付

「赤旗」2018年12月22日付

資料①　2019年度税制改正大綱のポイント

資料②
商品別・購入店別・決済手段別の消費税実質負担率

 増税　  減税

家　
　

計　

自動車
関連税

購入時に支払う燃費課税を１年限定
で１％引き下げ

増税後に購入して登録した車を対象
に保有者が毎年支払う自動車税を最
大4500円引き下げ

エコカー減税・グリーン化特例の対
象車種を絞り込み

住宅
ローン 減税期間を10年から13年に延長

教育 子や孫への教育資金贈与に対する非
課税措置で、子・孫に年収1000万
円までの所得制限。用途も制限

未婚の
ひとり親
未婚の
ひとり親 住民税に減税措置（寡婦控除）を適

用

企　
　

業　

企業間
研究
企業間
研究

大企業同士の委託研究の費用の一部
を法人税額から控除できる仕組みを
新設

個人事業主の事業承継税制の創設。
土地や建物、設備にかかる贈与税な
どの支払いを猶予

地方の中小企業に対する設備投資減
税を２年延長

新興企業新興企業 共同研究や委託研究にかかる費用の
控除割合を25％に引き上げ

研究開発税制の法人税の控除上限を
40％に引き上げ

オロナミンＣ
（清涼飲料水）

リポビタンＤ
（医薬部外品）

現金 キャッシュ
レス 現金 キャッシュ

レス

大手
デパート

８％
「軽減」税率

８％
「軽減」税率

10％
―

10％
―

大手
コンビニ

８％
「軽減」税率

６％
「軽減」
＋２％還元

10％
―

８％
２％還元

中小商店 ８％
「軽減」税率

３％
「軽減」
＋５％還元

10％
―

５％
５％還元

中小企業中小企業



（第三種郵便物認可） ２０１９年２月１５日大阪歯科保険医新聞 （５、15、25日発行）（４）

＜事例＞
　本事例での青色申告決算書は次のと
おり（表５）。

社会保険診療収入 37,058,620円　
自由診療の収入等 8,549,260円　

　　　収入合計 45,607,880円　

必要経費合計（⑥＋32）
 25,245,397円　
　第三種事業税 25,500円　
　外注技工料合計 4,347,490円　
　　保険技工料 2,653,810円　
　　自費技工料 1,693,680円　
専従者給与 4,800,000円　

固有経費の区分対応方式固有経費の区分対応方式

表６　付表《医師及び歯科医師用》・裏面

表５　平成30年分　青色申告決算書（一般用）　損益計算書

科　　　　目 決算額

経　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

費

消 耗 品 費 ⑰ 508,256
減 価 償 却 費 ⑱ 1,735,915
福 利 厚 生 費 ⑲ 632,504
給 料 賃 金 ⑳ 4,126,100
外 注 工 賃 ㉑
利 子 割 引 料 ㉒ 670,496
地 代 家 賃 ㉓ 3,346,780
貸 倒 金 ㉔
研 究 図 書 費 ㉕ 205,590
諸 会 費 ㉖ 497,443
保 険 技 工 料 ㉗ 2,653,810
自 費 技 工 料 ㉘ 1,693,680
リ ー ス 料 ㉙ 560,325
衛 生 管 理 費 ㉚ 539,438
雑 費 ㉛ 870,226

計 32 21,578,196
差 引 金 額 33 20,362,483
（⑦－32）

科　　　　目 決算額

収 入 金 額 ① 45,607,880

売
上
原
価

期 首 棚 卸 高 ② 400,000
仕 入 金 額 ③ 3,857,201
小　計 ② ＋ ③ ④ 4,257,201
期 末 棚 卸 高 ⑤ 590,000
差 引 原 価 ⑥ 3,667,201
差 引 金 額
①－⑥ ⑦ 41,940,679

経　
　
　
　

費

租 税 公 課 ⑧ 25,500
荷 造 運 賃 ⑨
水 道 光 熱 費 ⑩ 474,649
旅 費 交 通 費 ⑪ 537,142
通 信 費 ⑫ 772,591
広 告 宣 伝 費 ⑬ 480,485
接 待 交 際 費 ⑭ 1,015,365
損 害 保 険 料 ⑮ 80,810
修 繕 費 ⑯ 151,091

科　　　　目 決算額
貸 倒 引 当 金 34

計 37
専 従 者 給 与 38 4,800,000
貸 倒 引 当 金 39
措 置 法 差 額 40 1,159,669

計 42 5,959,669
控 除 前 所 得 43 14,402,814
青 色 特 別 控 除 44 100,000
所 得 金 額 45 14,302,814

（43－44） 

4,800,000

25,245,397

14.06 674,880

14.064,372,990 1,719,180 4,653,841

25,245,397

4,800,000 674,880

4,653,841

4,125,120

37,058,620 2,900,00062

25,876,345 24,716,676 1,159,669Ｈ
円

20,591,556

25,876,345

第三種事業税
＋

自費技工料
25,500円 1,693,680円

この場合、青色申告特別控除の限度額は、租税特別措置法26条の適用を受けた所得を除いたところで計算しますのでご注意ください（この計算に当たっては「記載要領」を読んでください。）。

支払調書・診療報酬合計書等から付表への転記支払調書・診療報酬合計書等から付表への転記
　毎月の当座口振込通知書から転記することが原則だが、支払基金「支払調
書」、国保連合会「診療報酬合計書」からの簡便な転記でもよい。
　ただし、社会保険診療収入が5,000万円を超えた場合又は、歯科医業に係る収
入金額が7,000万円を超えた場合は租税特別措置法26条の規定により計算した金
額を必要経費とすることはできない。

【表面　記入上の留意点】（表４）
「社会保険診療報酬」欄
「①基金事務所から支払を受ける社会保険診療報酬」
㋐「一般社会保険　決定点数」……内本人分点数と内家族分点数を合算して記入
する（表示点数には公費併用分を含む）。

㋑「生活保護法　決定点数」……基金の毎月の当座口振込通知書（表１）から支
払区分「12・生活保護」と「25・中国残留」の点数を年間合計して記入する。

「②国民健康保険診療報酬」
㋒「小計　決定点数」……「合計書」の国保、後期高齢者それぞれの合計欄から
「府内分点数＋府外分点数－過誤点数」を合算して記入する。

㋓「①支払基金分」・「②国保連合会分」の合計点数を「⑤計」の「決定点数」欄
に記入する。
※介護報酬がある場合は「介護給付費等支払明細書（合計書）」の「①介護報酬
額」欄の「介護サービス費等」の合計金額を総診療収入に含めて計算する。
「自由診療の収入等」欄
㋔「一般の自由診療　収入金額」……自費診療の他、非指定医療機関の労災治療
費、歯ブラシやフロス等の口腔衛生材料の販売収入、介護保険主治医意見書作
成料等の年間合計額を記入する。
㋕「⑥計　収入金額（Ｅ）」……「一般の自由診療」等の金額を合算し記入する。
㋖「雑収入」欄……貴金属片の売却収入や国保の乳幼児医療協力手数料、介護保
険の認定調査委託料、患者からの謝礼金等の合計金額を記入する。
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「青色申告決算書付表《医師及び歯科医師用》」の記載方法 簡便法「青色申告決算書付表《医師及び歯科医師用》」の記載方法 簡便法
表２　報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書（支払基金）

（摘要）

港 区　新 橋　２－１－３

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金
（電話）03－3591－7441

平成30年分報酬，料金，契約金及び賞金の支払調書

1 9 6 4 1 4 8 4 1 7 6 0 3 5 5

602,734
752,831

5,424,606
5,269,817

⎧
⎨
⎩
㋐

表４　平成30年分青色申告決算書（一般用）付表《医師及び歯科医師用》・表面表４　平成30年分青色申告決算書（一般用）付表《医師及び歯科医師用》・表面

表３　国保連合会「診療報酬合計表」

件数 意見書作成料合計額

平成30年分　診療報酬合計書

※　診療報酬年間合計額は、合計欄の決定点数から過誤点数を差し引きし、10倍すると算出されます。
（参　考）介護保険主治医意見書作成料（12か月分合計）（消費税等含む）

　平成  31  年 ２ 月　　 日　
大阪府国民健康保険団体連合会

国
民
健
康
保
険

診療月 決定点数 過誤点数 決定食事・生活療養費 過誤食事・生活療養費
合　　計 1 465 305 ‒45 951
１　　月

12　　月

後
期
高
齢
者
医

診療月 決定点数 過誤点数 決定食事・生活療養費 過誤食事・生活療養費
合　　計 935 674 ‒22 056
１　　月

12　　月

表１　支払基金「当座口振込通知書」

３　支払区分「42」（特例高齢者）は70歳代前半の被保険者に係る一部負担金等の軽減
特例措置の金額を表示しています。

見 本

←㋔「一般の自由診療」で計上する。

1,355,565㋐
17,325㋑

2,332,972㋒

1,372,890

3,705,862

8,549,260㋔

8,549,260㋕

㋖

8,549,260

㋓'+㋕

　㋕　

45,607,880

月別の公費単独
医療分の点数を
合計して記入。
（公費の併用分
は一般社会保険
と老人保健の点
数に含まれる）

一般国保分と高齢者医療分を合算する。

合計書の「①介護報酬額」の「介護
サービス費等」の合計金額を総診療
収入に計上。

75 14.06

歯科用貴金属片の売却収入や介護保険の認定調査委託料（消費税含む）を記入

〇 〇 〇 〇

歯科：75％

小数点以下第３位まで算出し、
第３位を四捨五入　　　　　　

歯

1,419,354
913,618

決定点数－過誤点数

37,058,620
㋓'（㋓×10）㋓

（注）社会保険診療報酬が5,000万円を超えた場合又は医業及び歯科医業から生ずる収入金額が7,000万円を超えた場合は、租税特別措置法第26条の規定により計算した金額を必要経費とすることはできません。
　　　なお、7,000万円の判定については、Ⓒ＋Ⓓ＋Ⓔの合計額で行うことになります。

（
平
成
二
十
六
年
分
以
降
用
）

介護報酬がある場合は、合計書の「①介護報酬額」の
「介護サービス費等」の合計金額を加える。
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〈確定申告書Ｂ 記入例〉

3 0

大阪市浪速区幸町1－2－33

事業 診療報酬･支払基金 19,641,484 1,760,355

給与 大阪市教育委員会 564,850

574,800

152,000

55,685

39,589

雑

雑 原 稿 料
保険医協会

1,650,000

9,309

1,000,000

11,182,2758

46,376

650,000一時

保険医四郎

保険医次郎

保険医花子 妻 12カ月 歯科衛生士

子

子

保険医三郎 子

6 10 1 38

15 5 20

養老保険
○○生命

歯科医師
国　　保 840,000

840,000

120,000
324,000

200,000

小 規 模
企業共済

○○県
日本赤十字社

506,520

15,000

1,081,320

国民年金

措置法26条

大阪府歯科保険医協会 55,685 5,685

1,805,629

ホ ケン イ

保険医太郎
タロウ

11

40 5 5

1 10 63

4,800,000

4,800,000

100,000
100,000

101

※

※

※

※

措置法26条を適用する場合必ず記入 「番号」を「８」とし、保険診療分所得を記入

Ⅰ．医療用機器の特別償却制度
　対象機器の見直しを行った上、その適用期限が２年延長されました。

Ⅱ．配偶者控除及び配偶者特別控除について
　控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配

偶者控除の額及び配偶者特別控除の額が表のとおりとされました。
　ただし、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除
の適用を受けることはできないこととされました。ご注意ください。
　また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万

円以下とされ、その控除額が表のとおり改正されました。

Ⅲ．雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の
　特別控除額制度
　次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める見直しが行われました。

１．中小事業者
　税額控除限度額を雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額（平均給与等

支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額

に対する割合が100分の２以上であることとの要件を満たす場合には、その雇

用者給与等支給増加額のうちその中小事業者の雇用者給与等支給額から比較雇

用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に100分の12を乗じて計

算した金額を加算した金額）とする。

２．中小事業者以外の個人
　平均給与等支給額に係る要件を平均給与等支給額から比較平均給与等支給額

を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が100分の２以上で

あることとした上、税額控除額を雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額

に、その雇用者給与等支給増加額のうちその事業者の雇用者給与等支給額から

比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に100分の２を乗

じて計算した金額を加算した金額とする。

「※」の「個人番号」欄は記載しなくても受理される

居住者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の居住者の給与等の
収入金額）

【参考】
配偶者の収入が給与
所得だけの場合の配
偶者の給与等の収入
金額

900万円以下
（1,120万円以下）

900万円超
950万円以下

（ ）1,120万円超
1,170万円以下

950万円超
1,000万円以下

（ ）1,170万円超
1,220万円以下

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円以下 38万円 26万円 13万円

1,030,000円以下
老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下 38万円 26万円 13万円 1,030,000円超

1,500,000円以下

85万円超90万円以下 36万円 24万円 12万円 1,500,000円超
1,550,000円以下

90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000円超
1,600,000円以下

95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000円超
1,667,999円以下

100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超
1,751,999円以下

105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超
1,831,999円以下

110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超
1,903,999円以下

115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超
1,971,999円以下

120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下

123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

（注）居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用
を受けることができません。

表　改正後の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額

2018年分　個人所得税の主な改正事項2018年分　個人所得税の主な改正事項
税理士　税理士　山本佐代子山本佐代子


